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共

同

住

宅

の 

グ
リ
ー
ン
ボ
ッ
ク
ス 

　
今
年
の　
月
ま
で
に
順
次
、
共

１０

同
住
宅
（
団
地
・
マ
ン
シ
ョ
ン
な

ど
）
の
燃
や
せ
る
ご
み
を
収
集
す

る
グ
リ
ー
ン
ボ
ッ
ク
ス
を
左
写
真

１
の
容
器
に
変
更
し
ま
す
。

　
ま
た
、
路
上
な
ど
に
設
置
し
た

ダ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
を
利
用
し
て
い

た
小
規
模
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
共
同

住
宅
に
は
、
地
権
者
や
管
理
会
社

と
調
整
し
て
新
た
な
排
出
場
所
を

決
定
し
、
代
替
容
器
を
設
置
し
ま

す
。
　
※
容
器
を
変
更
し
て
も
、
排
出

方
法
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

資
源
物
回
収
用
ボ
ッ
ク
ス

　
今
年
の　
月
ま
で
に
順
次
、
市

１０

内
全
域
の
缶
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

ダ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
を
左
下
写
真

２
・
３
の
代
替
容
器
に
変
更
し
ま

す
。
現
在
、
コ
ン
テ
ナ
（ 
籠 
）
で

か
ご

収
集
し
て
い
る
場
合
は
、
収
集
方

法
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
年
の　
月
か
ら
、
戸
建
て
住

１０

宅
の
燃
や
せ
る
ご
み
と
布
類
（
古

布
）
の
戸
別
収
集
を
実
施
し
ま
す
。

戸
別
収
集
の
実
施
ま
で
に
、
各
世

帯
の
燃
や
せ
る
ご
み
と
布
類
（
古

布
）
の
排
出
場
所
を
特
定
し
ま
す
。

　
グ
リ
ー
ン
ボ
ッ
ク
ス
は
、
９
月

の
最
終
収
集
日
を
も
っ
て
排
出
で

き
な
い
よ
う
に
封
鎖
し
、　

月
以

１０

降
撤
去
し
ま
す
。
ま
た　
月
以
降
、

１０

正
し
い
方
法
で
ご
み
が
排
出
さ
れ

て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
、
ご
み

対
策
課
職
員
が
市
内
を
巡
回
し
ま

す
。
正
し
く
排
出
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
近
隣
の
皆
さ
ん
に
正
し

い
排
出
方
法
を
説
明
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
（
ご
意
見
）
の
結
果
を
踏
ま

え
、
鳥
獣
被
害
な
ど
の
対
策
と
し

て
、
戸
建
て
住
宅
の
希
望
す
る
世

帯
に
限
り
、戸
別
収
集
用
容
器（
下

写
真
４
参
照
）
を
配
布
し
ま
す
。

今
後
、
配
布
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、

広
報
紙
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▶
コ
ン
テ
ナ（ 
籠 
）

か
ご

代
替
容
器
へ
の
変
更

戸
建
て
住
宅
で
の

燃
や
せ
る
ご
み
と
布
類
の
戸
別
収
集

ダストボックス撤去に伴う今後の排出方法について（２８年５月〜２９年６月）
排出方法

日程品目 共同住宅戸建て住宅

専用の収集場所がない袋収集方式
（ボックス以外の容器など）

ボックス方式
（居住者専用）

ステーション方式
（数軒のグループによる収集）

ボックス方式
（清掃施設・路上ボックス）

専用の収集場所を設け
る必要があるため戸別
収集への変更前までに
管理会社などに確認し
てください

変更はありません代替容器に変更

コンテナ（かご）→変更なし
代替容器に変更２８年５月

以降缶・ペットボトル
ボックス→代替容器に変更

戸別収集に変更戸別収集に変更２８年１０月
以降

燃やせるごみ
布類（古布）

今まで通り同じ場所に
出してください（有料
化後は決められた専用
の集積所への排出とな
ります）

今まで通り同じ場所に出してください今まで通り同じ場所に出してください
（有料化後は戸別収集となります）

燃やせないごみ
容器包装プラスチック
びん
紙類

２９年７月１日（土）から家庭ごみ有料化を実施（予定）

写真４　戸別収集用容器

共
同
住
宅
で
専
用
の
収
集 

場
所
が
な
い
方

　
路
上
に
設
置
し
た
ダ
ス
ト
ボ
ッ

ク
ス
な
ど
を
利
用
し
て
い
る
小
規

模
の
共
同
住
宅
は
、
建
物
の
管
理

会
社
や
所
有
者
と
調
整
し
新
た
な

排
出
場
所

を
設
定
す

る
必
要
が

あ
る
た
め
、

建
物
の
管

理
者
に
排

出
場
所
を

ご
確
認
く

だ
さ
い
。

代替容器と戸別収集用容器につい代替容器と戸別収集用容器についてて
　代替容器と戸別収集用容器は、今回の収集方法の変更時のみの配布とさせていただきます。
今後、老朽化などによる交換などはできません。その際は各自でご用意いただくことになり
ますので、ご理解とご協力をお願いします。

　

※
戸
別
収
集
用
容
器
は
、
移
行
時
の
み
希
望

す
る
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。　

竣
の
袋
が
入
る

４０

大
き
さ
（
高
さ　

塾
俊
×
幅　

塾
俊
×
奥
行
き

５０

４５

　

塾
俊
）
で
す
。

４５

↑
変更

共同住宅用燃やせるごみの代替容器燃やせるごみのグリーンボックス（緑色）

写真１　共同住宅用（燃やせるごみ）の収集容器

写真２　資源物（缶）の回収容器

↑
変更

資源物（缶）の代替容器資源物（缶）のダストボックス（ピンク色）

写真３　資源物（ペットボトル）の回収容器

↑
変更

資源物（ペットボトル）の代替容器資源物（ペットボトル）のダストボックス（青色）


